
 

 

 

 

 

 京都市では，平成２５年７月に「総合的な空き家対策の取組方針」を策定するとともに，

「京都市空き家等の活用，適正管理等に関する条例」を平成２６年４月に施行し，「空き

家の発生の予防」「活用・流通の促進」「適正な管理」「跡地の活用」といった総合的な空

き家対策を推進してきました。 

 また，平成２７年５月には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され，

一戸建ての空き家など対象は限られるものの，法に基づき空き家に係る調査や指導等を実

施できることになりました。 

 こうした状況の下，より総合的・計画的に空き家対策を推進していくため，この間の本

市の空き家対策の進捗状況を検証するとともに，学識者・専門家・事業者・地域の代表の

皆様に参画していただいている「京都市空き家等対策協議会」での議論を踏まえ，この度

「京都市空き家等対策計画」を策定しました。 

 空き家所有者だけでなく，地域，専門家，事業者，行政の連携の下，「安心・安全な生

活環境の確保」，「地域コミュニティの活性化」，「まちづくり活動の促進」，「良好な景観の

保全」の実現に向け，本計画に掲げる施策を着実に進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 下記ホームページでは，本計画の全文もご覧いただけます。 

  http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000215360.html 

 

 

 

  

京都市空き家等対策計画 

～京都ならではの地域力・知恵を活かした空き家対策の推進～ 

（概要版） 
 

 
  地震や台風で 
倒壊することも 

 
不審者が出入り 
したり，放火され 

ることも 

 
まちの景観を 
損なうことも 

 
地域コミュニティ
の低下につながる 

ことも 

 安心して暮らす 
 ことができる 

若者や子育て 
世代が増える 

美しい景観が 
守られる 

地域コミュニティ 
も活性化する 

 計画期間，対象となる地区，対象となる空き家 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 空き家数，空き家率  

○ 本市の空き家数は約１１万戸，空き家率は 

 １４．０％と全国及び政令市平均の空き家率 

 を上回っています。 

 空き家の種類   

○ 本市の空き家を種類別に見ると，他都市に比べ，市場に流通していない一戸建て・長屋建ての空き家

の割合が多いという特徴があるため，これらを活用・流通につなげていくことが必要です。 

 空き家数 

 

二次的住宅 賃貸用 売却用 
その他の住宅（※）（空き家数に占める割合） 

うち 一戸建て 長屋建て 一戸建て・長屋建ての割合 

京都市 114,300 5,400 58,900 4,900 
45,100（３９．５％） 

うち 29,000 3,100 71.２% 

政令市 

平均 
91,300 2,000 58,400 4,100 

26,800（２９．４％） 

うち 13,700 1,500 56.7% 

  ※ 二次的住宅（別荘など），賃貸用，売却用以外の市場に流通していない空き家 （平成２５年住宅・土地統計調査） 

 人口の推移と空き家数   

○ 少子高齢化に伴う人口減少と空き家の増加の悪循環に対応するため，空き家の発生の予防・空き家の

活用の促進を更に進めていくことが必要です。 

 

 管理不全空き家の通報状況   

○ 条例施行（平成２６年４月）以降，管理不全空き家に関する通報が大幅に増加しているため，解決に

向け，空き家所有者に働き掛けていく必要があります。 

 本市の空き家を取り巻く状況 

１ 

 京都市 全国 政令市平均 

空き家数 114,300 8,195,600 ９１,300 

空き家率 14.０% 13.５% 13.0% 

（平成２５年住宅・土地統計調査） 

 

 ～ 平成 25 年度末 平成 26 年度末 平成 27 年度末 

通報受理件数（累計） ― ７１９ １，３０４ 

 
要対応件数（累計）（※） ２０２ ５３８   ９５３ 

 解決済件数（累計） ―  ８０   ２５４ 

              ※ 通報受理案件のうち，空き家が管理不全状態にあるため本市が指導等の対応を実施する必要のあるものの件数 

 

 計画策定の背景と目的 

空き家対策の実施 

法及び条例に基づき，発生の予防，

活用・流通の促進，適正な管理，跡

地の活用といった総合的な空き家

対策を推進してきました。 

 これまでの空き家対策の検証結果及び「京都市空き家等対策協議会」での議論を踏まえ，より

総合的・計画的に空き家対策を推進していくため「京都市空き家等対策計画」を策定。 

目 

的 

      空き家の増加の影響 

空き家の増加は，防災，防犯， 

生活環境，景観保全，地域コ 

ミュニティの活力に悪影響を 

生じさせます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画期間   

○ 平成２９年度～平成３８年度の１０年間とします。社会情勢の変化及び施策等の効果を踏まえ， 

 計画期間中であっても見直しを行うことがあります。 

 対象となる地区   

○ 市内全域を計画の対象とします。施策の実施にあたっては，立地特性に応じたものとします。 

 対象となる空き家   

○ 一戸建ての空き家，長屋建て・共同住宅の空き住戸といった全ての空き家を本市の対策の対象としま 

 すが，空き家の活用・流通の促進に係る対策については，「一戸建ての空き家及び長屋建ての空き住戸」 

 を主な対象として実施することとします。 

 計画期間   

○ 平成２９年度～平成３８年度の１０年間とします。社会情勢の変化及び施策等の効果を踏まえ， 

 計画期間中であっても見直しを行うことがあります。 

 対象となる地区   

○ 市内全域を計画の対象とします。施策の実施にあたっては，立地特性に応じたものとします。 

 対象となる空き家   

○ 一戸建ての空き家，長屋建て・共同住宅の空き住戸といった全ての空き家を本市の対策の対象としま 

 すが，空き家の活用・流通の促進に係る対策については，「一戸建ての空き家及び長屋建ての空き住戸」 

 を主な対象として実施することとします。 

 計画期間，対象となる地区，対象となる空き家 

 基本理念   

 次の基本理念に基づき，空き家対策を実施します。 

○ 一つ一つの建築物は，京都のまちを構成する重要な要素として，安心安全な生活環境や良好な景観等

の公共的価値を実現するという役割を担っています。そのことに配慮して，建築物の利用や管理を行い

ましょう。 

○ 地域のまちづくりの資源として，空き家を積極的に活かしましょう。 

○ 既存建築物を大切に使うという観点から取り組みましょう。 

○ 地域コミュニティの活性化を図るという観点から取り組みましょう。 

 

  各主体の役割  

 

 基本理念，各主体の役割 

 

まちづくり活動の 

促進 

化 

安心・安全な 

生活環境の確保 

良好な景観の 

保全 

あ 

 

地域コミュニティの 

活性化 

   

  

  
  

空き家の発生の予防，活用・流通の促進，適正な管理，跡地の活用を推進 

市民（地域） 
・ 空き家に関する取組に協力 
・ 空き家の発生の予防に努める 
・ 日頃の自治活動の中で空き家に 
 関する取組を行う 

大学・ＮＰＯ等 
・ 地域の取組に協力 

行政 

・ 空き家等の活用・流通， 
 適正な管理等を総合的に推進 
・ 意識啓発，情報提供，コン
サルティングの実施 

・ 地域が行う取組への支援 
・ 自治組織，事業者，民間団
体等の参加・協力を推進 

  

事業者・専門家 

・ 空き家所有者や地域の取組
に協力 

・ 空き家の活用・流通等の促
進に努める 

  

  

空き家所有者 

・ 空き家の活用に努める 
・ 空き家を適正に管理する 

 

京都ならではの 

地域力を活かした 

取組を実施 
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 計画期間   

○ 平成２９年度～平成３８年度の１０年間とします。社会情勢の変化及び施策等の効果を踏まえ， 

 計画期間中であっても見直しを行うことがあります。 

 対象となる地区   

○ 市内全域を計画の対象とします。施策の実施にあたっては，立地特性に応じたものとします。 

 対象となる空き家   

○ 一戸建ての空き家，長屋建て・共同住宅の空き住戸といった全ての空き家を本市の対策の対象としま 

 すが，空き家の活用・流通の促進に係る対策については，「一戸建ての空き家及び長屋建ての空き住戸」 

 を主な対象として実施することとします。 

 計画期間，対象となる地区，対象となる空き家 
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本市の空き家対策における「これまでの主な取組」，「新たな施策・充実させる施策の方向性」 

 

 

空き家が放置される要因 

○相続等による権利関係の複雑化 

 遺産分割協議が整わないまま数次の法定相続が発生したことなどにより 

 ・所有者が多数存在し，意思決定が困難。 ・所有者又は所有者の所在が特定できない。 

 

これまでの主な取組 

○権利関係が複雑化する前の意識啓発（空き家の発生の予防） 

 ・市職員と司法書士による「おしかけ講座」の開催 

 （相続登記・家族信託等の紹介） 

 ・様々な媒体を通じた意識啓発 

 

新たな施策・充実させる施策の方向性 

○関係団体と連携した相続登記の更なる促進 充実・短期 

○地域の空き家対策の取組と連携した家屋所有者に対する適切な相続等の働き掛け 充実・短期 

○権利関係の複雑化を予防する仕組みの検討 新規・中長期 

 

 
 

空き家が放置される要因 

○所有者の意識 

 ・貸したい・売りたいと思わない。（特に困っていない，物置として利用，仏壇がある等） 

 ・貸したら返ってこない，知らない人に貸したくない等の理由から，貸すことに抵抗がある。 

○経済的要因 

 ・活用・流通に必要な改修費用が負担。 

 ・住宅以外の用途として活用する場合，敷地に係る住宅用地特例（住宅の敷地に係る固定資産税等 

   の軽減措置）が解除され，税負担が増大してしまう。 

○所有者への情報・知識の伝達不足 

 ・空き家の活用方法や相談先がわからない。  ・行政が実施している支援制度を知らない。 

○法的制限等 

 ・建築基準法上の接道要件等により，空き家の再建築・改修等が難しい。 

 ・他人の土地を使用しなければ給水装置工事ができない場合に，その土地の所有者等から承諾を得るのが難しい。  

空き家が発生する要因 

○需要と供給のバランス 

 ・住宅供給量が住宅需要量を上回っている。 ・需要と供給のミスマッチが発生している。 

 

 

 

 

① 発生の予防 

【空き家の便利帳】 【市民しんぶんの 

特集記事】 
【おしかけ講座】 

＜意識啓発事例＞ 

② 活用・流通の促進 
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これまでの主な取組 

○活用・流通に向けた所有者への働き掛け 

 ・地域が，まち歩きによる空き家調査，空き 

  家活用を考えるワークショップといった空 

  き家対策に取り組む場合，活動費用の補助 

  などの支援を行う「地域連携型空き家流通 

  促進事業」 

 ・重点取組地区における空き家所有者へ 

   の空き家活用の働き掛け 

○個人住宅の賃貸活用の推進 

 ・ＪＴＩ（移住・住みかえ支援機構）が空き家を借り  

   上げて転貸する「マイホーム借上げ制度」等との連携  

○改修費用に対する助成等 

 ・空き家を活用する場合に改修費用を補助 

  する「空き家活用・流通支援等補助金」 

 ・空き家をまちづくりの資源と捉えた新たな活用方法の提案を実現するための費用を補助する 

  「「空き家活用×まちづくり」モデル・プロジェクト」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・多数の投資家から少額ずつ資金を集める仕組みを利用した改修等に対して，支援を行う 

  「京町家まちづくりクラウドファンディング」 

○総合的なコンサルティング体制の整備 

 ・市の研修を受けた不動産事業者が無料で相談に応じる「地域の空き家相談員」 

 ・空き家の現場で助言・提案する「専門家（建築士と相談員）派遣」 

○密集市街地・細街路対策等と連携した取組の推進 

 ・細街路における再建築等の円滑化（接道要件の緩和等） 

○給水装置工事に係る条例改正及び手続きの変更 

 ・関係土地所有者等の承諾の義務化，本市への承諾書提出の廃止 

○需給のマッチング 

 ・本市と民間団体で構成する「チーム京都・移住応援チーム」の設置。移住セミナー・相談会の開催 

 ・移住サポートセンター「住むなら京都」を開設・運営 

 ・空き家・京町家相談会等の開催及び様々な媒体を通じた情報発信 
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【ワークショップ】 【まち歩きによる 
空き家調査】 

＜地域主体の空き家対策の取組事例＞ 

 

  

【障がいのある方の就労継続支援施設】 

＜空き家の活用事例＞ 

 

  

 【改修前】 

 【改修後】 

【プロジェクトイメージ図】 

プロジェクト名：itonowa 
２軒の京町家の空き家を改修し，地

域住民が集うマーケットとして活用 

＜プロジェクトの事例＞ 

 

４ 

【地域の空き家相談員 
による空き家相談会】 



 

 

 

  

新たな施策・充実させる施策の方向性 

○地域力と専門家の知見を活かした地域主体の空き家対策の全市展開 

 地域，専門家，コーディネーター，行政が連携し，地域の思いの実現につながる空き家対策を実施 

 充実・短期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○信用力のある主体による活用希望者と所有者とをマッチングする仕組みや寄付受納・借上げ等の検討 

新規・中長期 

○地域特性や物的特性（京町家等）に応じた支援策の検討 充実・短期 

○空き家を活用する場合の用途変更に伴う負担（住宅用地特例の解除に伴う税負担，手続きの負担）を軽減

するための支援策の検討 新規・中長期 

○交流人口の増加に向けた，空き家の活用（周辺地域との調和を前提とした宿泊施設，観光施設，地域交流

施設等）の更なる促進 充実・短期 

○既存住宅の流通の促進（住情報の発信，税制度の見直しの国への要望など） 充実・中長期 

○移住促進，子育て・高齢者支援，雇用創出，文化芸術都市創生等の取組と連携した更なる需要の喚起 

 充実・短期 

 

 

 

 

・民間団体等が地域と専門家のつなぎ役となって， 

 取組を促進 

コーディネーター 

・各分野の専門性を活かし 

 て地域の取組をサポート 

・地域の思いに応じて， 

 活用・流通等の取組を支援 

 ※地域の空き家相談員（不動産事業者）， 

  建築士，不動産鑑定士，土地家屋調査士， 

  弁護士，司法書士，行政書士，税理士など 

 

専 門 家（※） 
 

・地域の活動の支援（インセンティブとなる制度の検討など） 

・地域主体で空き家対策に取り組むメリットの発信 

行 政 

・空き家調査，所有者へ 

 の働き掛け，地域の魅力の再確認・ 

 発信などの取組の実施 

・特定の方に負担が集中しないよう新た 

 な担い手の発掘 

地 域 

  連携 

 支援 

つなぎ役 つなぎ役 

・地域の課題の解決 

・地域の思いの実現 

 

５ 



 

 

  

 
 
 

空き家が放置される要因 

○所有者の意識 ・所有者に管理責任があるという認識がない，又は管理意識が希薄。 

○物理的距離  ・遠方に住んでいる，施設に入所している等により，空き家の管理・除却等の実施が困難である。  

○経済的要因  ・除却費用等が負担。 

        ・放置していても，敷地に係る住宅用地特例が継続されるため，税負担が増大しない。 

 

これまでの主な取組 

○所有者の管理責任に係る意識啓発 

 ・通報により把握した管理不全空き家の所有者に対する啓発文書の発送 

○所有者に対する指導等 

 ・空家特措法・空き家条例に基づく指導・勧告・ 

  命令等 

 ・勧告に伴う住宅用地特例の解除による固定資 

  産税等の増額 

○適正管理に対する支援 

 ・民間事業者による管理代行サービスの紹介 

○除却や跡地活用に対する経済的支援 

 ・密集市街地等の古くなった建築物の除却費を補助する「老朽木造建築物除却事業」 

 ・建築物を除却した跡地又は空き地を防災ひろばとして整備する場合に，建築物の 

  除却費及びひろばの整備費を補助する「まちなかコモンズ整備事業」 

新たな施策・充実させる施策の方向性 

○管理不全空き家等に対する指導等の強化・迅速化 充実・短期 

○地域コミュニティやＮＰＯ団体等が管理をする場合の支援策の検討 新規・中長期 

 
 
 

これまでの主な取組 

○権利関係が複雑化した案件に係る意思決定の円滑化 

 ・権利関係複雑化の課題の整理と対応の道すじを示した「空き家の権利関係調整ガイドライン」の作成 

新たな施策・充実させる施策の方向性 

○権利関係が複雑化した空き家の活用・除却に係る意思決定を円滑化させる仕組みの検討 新規・中長期  

○所有者が確知できない空き家の除却・売却を円滑化する仕組みの検討（財産管理人制度の活用など） 新規・中長期  

 
 

 

 

 

③ 適正な管理・跡地の活用 

 

 

【除却前】 【除却後】 

＜代執行により除却した空き家の様子＞ 

 

  

 狭い路地 

 【除却前】  【ひろば整備後】 

＜空き家の除却及び防災ひろばの整備事例＞ 

 

④ 共通する施策 
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 計画期間   

 計画期間，対象となる地区，対象となる空き家 

 計画期間   

 計画期間，対象となる地区，対象となる空き家  計画期間，対象となる地区，対象となる空き家  計画期間，対象となる地区，対象となる空き家  計画期間，対象となる地区，対象となる空き家 

お問合せ先  

京都市都市計画局まち再生・創造推進室 

〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８ 

電話：０７５－２２２－３５０３ FAX：０７５－２２２－３４７８ 

この印刷物が不要になれば 

「雑がみ」として古紙回収等へ！ 

７ 

 地域主体の空き家対策に取り組んでいる地域の全市展開 の空き家対策に取り組んでいる地域 

 地域連携型空き家流通促進事業等，地域の特性を踏まえた空き家対策の取組により，空き家の活用・流

通，適正管理が進められている地域を全市に広げていきます。 

 取組指標 

 地域主体の空き家対策に取り組んでいる学区数： 

  ３３学区（平成２７年度末）  

       ⇒ １００学区（平成３０年度末） ⇒ 全学区（平成３５年度末） 

 市場に流通していない空き家（※１）の増加の抑制  していない空き家（※１）の増加の抑制   

 「空き家の発生の予防」「活用・流通の促進」等の取組を実施し，１万戸超の空き家を活用・流通等させ

ることにより，市内に存する「市場に流通していない空き家（※１）」の増加を抑制します。 

 取組指標 

 市場に流通していない空き家の数：５５，０００戸に抑える。（平成３５年（※２）） 

 本市において，市場に流通していない空き家は，平成２５年時点で４５，１００戸存在し，何も

対策を実施しない場合，平成３５年時点では６８，７００戸まで増加すると見込まれるところ，平

成３５年までに１万戸超の空き家を活用・流通等させることにより，５５，０００戸に抑えること

を目指します。 

 ※１ 総務省の住宅・土地統計調査において「その他の住宅」に分類される空き家 

 ※２ 平成３６年度末に公表される平成３５年住宅・土地統計調査結果で確認します。 

  通報のあった管理不全空き家の解決 管理不全空き家の解決    

 指導業務の強化・迅速化により，本市に通報のあった管理不全空き家の全ての解決を目指します。 

 取組指標 

 通報のあった管理不全空き家の解決率： 

  ２６．７％（解決済み２５４件／要対応案件９５３件）（平成２７年度末） 

   ⇒ 指導業務の強化・迅速化により１００％（平成３８年度末）を目指します。 

 

  年に１回程度「京都市空き家等対策協議会」において，対策計画の進捗状況，成果の確認・検証を行い，

公表することとします。 

 計画の進捗管理・公表 

 主な取組指標 

発行／京都市都市計画局まち再生・創造推進室  

平成 29年 3月 京都市印刷物／第 285168号 

京都市空き家等対策計画   検索  


